
Ｒ1.7.4　石巻市

多機関協働による包括的支援体制フロー（案）
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②相談者
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・包括ケアセンター
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③相談受付
福祉まるごと相談

民生委員・児童委員

主任児童委員

福祉・介護サービス事業

所・ケアマジャー 等

市役所窓口・総合支所

相談の主訴、背景に抱えて

いる課題等を把握し④へ

１ 基本方針 相談内容をまず受け止める。 相談者には、同じことを何度も言わせない。 なるべく相談者を歩かせない。 の３つを柱とする。

２ 遵守事項 所管事務事業の範囲を狭く捉えない。手を差しのべなければならない案件を「たらい回し」にしないよう、関係課、関係機関が必ず対応する。

３ 対応方法 インテークで緊急性を見極める。 必要に応じて関係課を招集するか、所管課に繋ぐ。 必要に応じて関係課・機関との調整・協議する。
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※ 単一相談は、従来どおり各課の相談へ
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(１０月～）

④相談支援包括化推進会議
包括的支援

④ｰ２相談支援包括化推

進ネットワーク会議

月１回程度

町内会・行政区等

地域組織

民生委員児童委員

福祉協力員

サロン世話人

見守り活動者等

社会福祉協議会各相談窓口

地域福祉コーディネーター

生活支援コーディネーター
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③相談受付
地域の中の窓口

地域・住民が軸に解決していく

⑤第２層協議体

での対応の場
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１ ケース検討

２ 福祉ニーズの把握

と解決に向けた検討

保健・医療・福祉・就労・

教育・民生委員・町内会

など関係者が集まり、世

帯全体の課題を包括的

に支援する

④ｰ1相談支援包括化

推進個別検討会議

④第３層的

支え合いの場

随時開催

〈参集者〉

地域包括支援センター

障害者相談支援事業所

相談支援包括化推進員

市関係課 等

・ネットワーク構築の意

義・ 業務の共有・理

解・連携 方法等の検

討や役割の確認等

・社会資源の創出等

①
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専門職等が軸に解決していく

地域福祉の推進（社協） 生活支援体制整備事業（協議体）

将来的に進む方向性
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